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会  議  録 

 

 

会議の名称 令和３年度第１回 茨木市男女共同参画推進審議会 

開催日時 令和３年８月 12日（木）午後２時 00分～午後２時 45分 

開催場所 男女共生センターローズＷＡＭ 研修室 501・502 

議  長 長町 理恵子 会長 

出 席 者 長町会長、新ヶ江副会長、入交委員、梅澤委員、木村委員、五寳委員、城

谷委員、畑委員、藤里委員、矢野委員 【１０人】 

欠 席 者 樫本委員、道滿委員 【２人】 

事務局職員 

上田市民文化部長、松山市民文化部次長兼人権・男女共生課長、 

藤井ローズＷＡＭ所長、木下ローズＷＡＭ所長代理、源本男女共生係長、

大和 

開催形態 公開（傍聴人 １人） 

議題（案件） 

(1)第２次茨木市男女共同参画計画(改訂版)推進状況報告書について 

(2)令和２年度度茨木市立男女共生センターローズＷＡＭ事業概要について 

(3)令和２年度茨木市配偶者暴力相談支援センター事業概要について 

(4)第３次茨木市男女共同参画計画策定に係る意識調査について 

(5)その他 

配布資料 

・会議次第 

・（資料１）「第２次茨木市男女共同参画計画（改訂版）」推進状況報告書 

・（資料２）令和２年度ローズＷＡＭ事業概要 

・（資料３）令和２年度茨木市配偶者暴力相談支援センター事業概要 

・（資料４）第３次茨木市男女共同参画計画策定に係る意識調査等について 

・（資料５）令和３年度市民意識調査票案（一般） 

・（資料６）令和３年度市民意識調査票案（大学生） 

・（資料７）令和３年度市民意識調査票案（小学生・中学生） 

・（参考１）審議会等構成員数一覧表 

・（参考２）前回（平成 28年度）の市民意識調査票（一般） 

・（参考３）平成 28年度市民意識調査票（小学生・中学生） 

・事務局からの概要説明について 

・小中学生意識調査の概要 

・第３次茨木市男女共同参画計画策定スケジュール 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
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事務局 
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事務局 

 

長町会長 

 

 

 

事務局 

 

長町会長 

 

長町会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑委員 

（傍聴者１名入室） 

 

「令和３年度第１回茨木市男女共同参画推進審議会」を開催する。 

 

＜会議の成立について説明＞ 

本日の出席委員は全12人中の10人で、欠席委員が２人。半数以上の出席が

あるので、茨木市男女共同参画推進審議会規則第６条第２項の規定により、

会議は成立している。 

 

案件１「第２次茨木市男女共同参画計画(改訂版)推進状況報告書について」 

案件２「令和２年度茨木市立男女共生センターローズＷＡＭ事業概要につい

て」 

案件３「令和２年度茨木市配偶者暴力相談支援センター事業概要について」 

 

今回の審議会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、時間を短縮し

て実施するべきであるため、事務局からの説明は簡潔にお願いする。 

 

【事前配布した概要説明に基づき事務局より説明】 

 

質問や意見等あれば、お願いしたい。 

 

案件４「第３次茨木市男女共同参画計画策定に係る意識調査について」 

 

【計画策定スケジュール・資料に基づき事務局より説明】 

 

質問や意見等あれば、お願いしたい。 

 

資料５について、答えやすい内容になっていると思うが気になる点がある。

質問として１点目は、問９でセクシュアルマイノリティの説明があり、問

25ではセクシュアルマイノリティについての認知度を問うている。説明が

先にあり認知を問う設問が後ろになっているので、問 25を問９の前に入れ

るのはいかがか。２点目はＦ１で男性、女性以外の選択肢（わからない、

答えたくない）が設けられているのに対し、問 13では男性と女性向けの選

択肢しかないため、戸惑う人がいるのではないか。３点目は、Ｆ５の選択

肢７について、「定年退職」は職業ではないので、「定年退職して無職」

など、文言を変更してはどうか。 

 

資料６の問４にて、仕事や生活への影響について尋ねる設問となっており、
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
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「就業時間が増えた」や「残業が増えた」などと大学生向けの調査にそぐ

わない選択肢になっている。その一方で、家族の様子を問う選択肢もあり、

内容をもう少しきめ細かく検討していただきたい。 

 

会議の後の意見は、いつまで受け付けているか。 

 

来週の20日まで。 

 

資料５のＦ５-１で、最初に看護師や医師が挙げられていて、上記以外の専

門的職業に薬剤師が入るというのは、新型コロナウイルス感染症の影響を

意識してこのような選択肢になっているのか。 

 

国の新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査項目を参考にしてい

る。 

 

私自身は回答しにくい。かっこ書きがないとどこに丸をつければいいのか

わからない。コロナ下でなければ違う書き方になるのか。 

 

国の調査との比較という部分もあるが、答えにくい選択肢であれば検討の

必要がある。 

 

コロナ下ということであれば、薬剤師や栄養士を独立した選択肢にすると

わかりやすいかもしれない。例示されてなければここに丸をつけられない

と思う。介護施設では、介護士・ヘルパーだけでない人もいる。コロナの

観点で質問をするなら、意図を汲みやすくするべき。 

 

他に質問はないか。会議後に質問がある場合は、20日までに事務局までお

願いする。 

 

案件５「その他」 

１「セクシュアルマイノリティ支援事業について」 

２「令和３年度第２回茨木市男女共同参画審議会の開催方法について」 

事務局に説明を求める。 

 

【セクシュアルマイノリティ支援事業について事務局から説明】 

 

次回審議会の開催については、９月29日（水）の14時からとさせていただ

き、オンラインと会議室での併用開催を予定している。 
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議 事 の 経 過 

発言者 議 題（案 件） ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

長町会長 

 

事務局 

 

長町会長 

 

 

 

質問や意見等あれば、お願いしたい。事務局からその他のご報告はあるか。 

 

本日の会議録は、後日送付してご確認いただく。 

 

それでは、第１回茨木市男女共同参画推進審議会を閉会とする。 

 

＜閉会＞ 

 


